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自動車保険の事故解決サービス
スピーディーかつ丁寧な対応でお客様の不安を取除き、お客様の納得感を追求しながら事故解決サービスを提供しています。

スペシャリストを育成する教育プログラム

事故解決力の高いスペシャリストを育てるために、年間27
種類に及ぶ研修を実施しています。また。弁護士や医師、
警察、鑑定人など、さまざまな関係者とコミュニケーション
をとり、事故解決をしていくための知識を習得します。

24時間365日の事故受付

電話のほか、インターネット（パソ
コン・スマートフォン）でも事故受付
をしています。

お約束サービス

事故解決まで、専任担当者
とサポートチームが責任を
持って対応します。専任担
当 者は、事 故 調 査 員 、弁
護士、車両鑑定人、メディ
カル・アドバイザーなどの
各分野の専門家と連携を
とりながら事故解決にあ
たります。

何でも相談できる
1事故1担当者＋チームサポート制

お客様に納得いただける事故解決のために、「インフォーム
ド・コンセント」方式による対応を実施しています。1つの事
故の解決方法は1つだけとは限りません。事故解決の対応
方針として複数案が考えられる場合には、メリット・デメリッ
トをお客様にご説明し、お客様に対応方針を同意いただい
たうえで事故対応を進めます。（＊1）

（＊1）「インフォームド・コンセント」とは、主に医療現場において用いられる言葉
で、医師が患者に対し、治療方針を正しく説明し、患者の同意を得ながら
治療を行っていく進め方をいいます。

説明と同意を繰返す「インフォームド・コンセント」
導入で、お客様の納得感を追求

専任担当者が在籍するサービスセンターのほか、専任担当
者と連携しながら対応する損害調査ネットワーク、弁護士
ネットワーク、提携修理工場ネットワークで事故解決まで確
実にサポートします。事故やお車のトラブル時には、全国約
9,000ヵ所のロードサービス拠点のうち、お近くの拠点か
ら急行します。

☞ 提携修理工場については41ページをご参照ください。
☞ 各サービスセンターの所在地については71ページをご参照ください。
☞ ロードサービスについては40ページをご参照ください。

全国に広がるサービスネットワークで
お客様をサポート

保険金お支払いまでの流れ

保険金請求に必要な書類をできるだけ省略・簡素化するほか、ケースによっては電話確認による示談も活用して、
保険金お支払いをスピーディーに行っています。保険金お支払いまでの流れの概略は以下のとおりです。

＊以下は自動車保険をご請求いただいた場合の一例です。事故の内容・状況により以下の流れとは異なる場合があります。

保険金お支払いまでのサービス

担当者がお客様とダイレクトにコミュニケーションをとりますので、直接いろいろなご相談をお受けすることができ
ます。担当者は、常にお客様の立場にたち親身に対応します。

事故発生のご連絡
「事故受付サービスセンター」へ、事故発生状況、損害
（発生）状況などをご連絡ください。事故直後の注意点
などをご説明します。

専任担当者からのご案内
専任担当者を決定して、担当者からお客様へ打合せのご
連絡をします。事故解決および保険金支払までの流れなど
をご説明します。

保険金請求書類の作成
保険金支払に必要となる保険金請求書類をご提出いただ
きます。立替費用がある場合には、領収書などのご提出を
お願いすることもあります。一部の保険金請求書類は省略
できる場合もあります。

事故対応経過のご報告
相手方の症状や相手方との交渉内容など、事故解決
までの経過は、お客様のニーズに合わせて電話やＥ
メール、ハガキでご報告します。また、ウェブサイト上の
ご契約者ページ（マイページ）でも情報を提供します。

示談交渉
対人・対物事故では、損害額が確定し次第、相手方との
示談交渉を行います。

事故解決・保険金のお支払い

保険金のお支払いが何回あっても、ご契約の保険金額は
減額されず満期まで有効です。ただし、自動車保険の「おり
ても特約」のおりても身の回り品特約、弁護士費用等補償
特約における弁護士等への法律相談費用については、
保険期間を通じてご契約の保険金額が限度となります。
また、傷害保険や医療保険の各種特約についても保険
期間を通じてご契約の保険金額が限度となるものがあり
ます。

保険金支払後の補償内容について

対人賠償保険および人身傷害保険の保険金をお支払いで
きる場合で、補償の対象となる方からこれらの保険の保険
金と自賠責保険金について一括請求のご依頼を受けた
場合、ソニー損保が自賠責保険金の部分を立替えて一括
してお支払いします。

保険金支払いに関する制度（自動車保険）
■自賠責保険の一括払制度

対人事故および人身傷害事故で保険金をお支払いする
ことができる場合には、示談成立前（対人事故の場合）、
保険金支払い協定前（人身傷害事故の場合）でも治療費、
休業損害、通院交通費等（自賠責保険で支払い済みの額
を除く）について内払いを実施します。
対人事故、人身傷害事故以外で保険金をお支払いする
場合においても、被保険者や事故当事者の方が立替えて
いる費用等は、内容や種類によって内払いが実施できる
場合もあります。

■保険金の内払制度

事故発生状況・損害状況の確認
事故発生状況や損害物の調査を行います。お客様、相
手方、修理工場などの関係者と打合せを行い、損害額
を算定します。

■事故受付後1時間以内の専任担当者からのご連絡
事故発生時の不安を少しでも早く軽減できるよう、事故受
付から1時間以内に事故の内容に適した専任担当者を決定
し、専任担当者からお客様にご連絡します。（＊2）

（＊2）月～金 9：00～17：00（休日除く）までの間に、お電話での事故受付が
完了した場合が対象です。また、1時間以内のご連絡がふさわしくない
場合などは対象外としています。

（＊3）曜日を問わず365日、お電話での事故受付（初期対応に必要な情報
の確認）が20：00までに完了した、ソニー損保が示談交渉できる賠償
事故の場合が対象です。（20：00以降の事故受付分は翌日の対応と
なります）

■「即日安心365」サービス
事故発生時のスピーディーな対応にこだわり、24時間365
日の事故受付に加えて、平日はもちろん土日でも事故受付
当日中に、代車の手配や関係各所への連絡などの初期対
応を実施し、その対応結果についてお客様にご報告します。

（＊3）

事故受付ページの画面例
（スマートフォン）
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